
JP 2003-535805 A5 2008.7.3

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公表番号】特表2003-535805(P2003-535805A)
【公表日】平成15年12月2日(2003.12.2)
【出願番号】特願2002-503665(P2002-503665)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ   4/02     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/087    (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/095    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   4/02    　　　　
   Ｃ０３Ｃ   3/087   ＺＡＢ　
   Ｃ０３Ｃ   3/095   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月16日(2008.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　　【請求項１】　ガラスの全重量に対するＦｅ２Ｏ３酸化物の重量によって表示する
と０．５～０．９％（鉄の全量）である量の鉄；
　ガラスに存在する鉄原子の全重量に対するＦｅ２＋原子の重量によって表示すると２５
～４５％（Ｆｅ２＋／全Ｆｅ比）である量の第一鉄；
　ガラスの全重量に対するＣｏの重量によって表示すると１００万部あたり少なくとも５
部である量のコバルト；
　クロム及び／又はバナジウム
を含む着色されたソーダライムガラスであって、
　光源Ａ下で測定しかつ４ｍｍの厚さについて計算すると２０～６０％の光透過率（ＴＬ
Ａ４）；
　ムーン分布に従って測定しかつ４ｍｍの厚さについて計算すると１０～５０％のエネル
ギー透過率（ＴＥ４）；及び
　４９１ｎｍ未満の透過における主波長λＤ

を有する着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項２】　鉄の全量が０．８９％以下、好ましくは０．８８％以下であること
を特徴とする請求項１に記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項３】　鉄の全量が少なくとも０．７％、好ましくは少なくとも０．７５％
であることを特徴とする請求項１又は２に記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項４】　コバルトの量が１００万部あたり３００部以下であることを特徴と
する請求項１～３のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項５】　コバルトの量が１００万部あたり２０～２００部、好ましくは１０
０万部あたり６０～１２０部であることを特徴とする請求項４に記載の着色されたソーダ
ライムガラス。
　　　【請求項６】　クロムの量がガラスの全重量に対するＣｒ２Ｏ３の重量によって表
示すると１００万部あたり１０部より大きい、好ましくは１００万部あたり２０部より大
きいことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。



(2) JP 2003-535805 A5 2008.7.3

　　　【請求項７】　クロムの量がガラスの全重量に対するＣｒ２Ｏ３の重量によって表
示すると１００万部あたり３００部以下、好ましくは１００万部あたり２５０部以下であ
ることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項８】　ガラスが、ガラスの全重量に対するＶ２Ｏ５の重量によって表示す
ると１００万部あたり５０～５００部である量のバナジウムを含有することを特徴とする
請求項１～７のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項９】　光透過率（ＴＬＡ４）が２５～５５％、好ましくは３８～５２％で
あることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１０】　エネルギー透過率（ＴＥ４）が１５～４０％、好ましくは２２～
３４％であることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の着色されたソーダライム
ガラス。
　　　【請求項１１】　１．２より大きい、好ましくは１．３５より大きい選択性を有す
ることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１２】　透過における主波長λＤが４９０ｎｍ以下であることを特徴とす
る請求項１～１１のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１３】　透過における励起純度が５％より大きい、好ましくは１０％より
大きい請求項１～１２のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１４】　ガラスの全重量に対するＴｉＯ２の重量によって表示すると２％
未満、好ましくは１％未満のチタンを含有することを特徴とする請求項１～１３のいずれ
かに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１５】　ガラスの全重量に対するＴｉＯ２の重量によって表示すると０．
１％未満のチタンを含有することを特徴とする請求項１～１４のいずれかに記載の着色さ
れたソーダライムガラス。
　　　【請求項１６】　ガラスの全重量に対するＣｅＯ２の重量によって表示すると２％
未満、好ましくは１％未満のセリウムを含有することを特徴とする請求項１～１５のいず
れかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１７】　ガラスの全重量に対するＮｉＯの重量によって表示すると１００
万部あたり２００部未満、好ましくは１００万部あたり１００部未満のニッケルを含有す
ることを特徴とする請求項１～１６のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項１８】　ガラスの全重量に対するＭｎＯ２の重量によって表示すると１０
０万部あたり１５００部未満、好ましくは１００万部あたり５００部未満のマンガンを含
有することを特徴とする請求項１～１７のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラ
ス。
　　　【請求項１９】　ガラスの全重量に対して２重量％より多い酸化マグネシウムＭｇ
Ｏを含有することを特徴とする請求項１～１８のいずれかに記載の着色されたソーダライ
ムガラス。
　　　【請求項２０】　ガラスの全重量に対して１００万部あたり３０部未満、好ましく
は１００万部あたり１０部未満の重量のセレンを含有することを特徴とする請求項１～１
９のいずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
　　　【請求項２１】　フィルムで被覆されていることを特徴とする請求項１～２０のい
ずれかに記載の着色されたソーダライムガラス。
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